
 

 

多様な人材の市議会への参画促進及び地方議会の 

権能強化に関する決議 
 

地方分権が進み、市議会の果たすべき役割と責任は重要性を増し

ている。また、社会経済の急速な構造変化を背景に、市議会には多様

化する民意の集約と市政への反映が期待されている。 

一方、議員の年齢構成、男女割合、職業分布など議会構成の現状が、

これからの市議会に求められる使命を果たす上でふさわしいものか

疑問を呈する指摘もある。 

若者や女性、会社員など多様な人材の市議会への参画を促し、議会

を活性化することは、多くの市議会に共通の緊要な課題である。 

また、令和５年４月の統一地方選挙では、無投票当選者の割合が高

まるなど、特に小規模市議会における議員のなり手不足が深刻化し

ている。今後、人口減少の加速化や超高齢化の進展などにより、議員

のなり手不足が多くの市に広がることが危惧される。多様な人材の

市議会への参画を促す対策は、議員のなり手不足を克服する一助に

もなると期待される。 

このため、我々市議会は、市民と双方向のコミュニケーションを深

めるとともに、行政監視・政策提案能力の強化、政務活動費の適正な

執行に努め、併せて社会のデジタル化に対応して議会運営の高度化・

効率化を図るなど、不断の議会改革により、議会に対する市民の理解

と信頼の向上に取り組み、市民にとって魅力ある議会をつくる必要

がある。 

よって、国においては、地方議会の活性化に向けて、下記事項につ

いて一体的・総合的に検討し、着実に実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１ 地方自治法改正の周知と主権者教育の推進 
議会と長の二元代表制から構成される地方自治の重要性に鑑み、

令和５年４月の地方自治法改正により、地方公共団体の重要な意

思決定を行う地方議会の役割や議員の職務等が明文化されたこと

について十分に周知を図ること。 

また、地方議会に対する住民の理解と関心を深め、多様な人材



の市議会への参画促進にも資する主権者教育を一層推進すること。

そのため、現在、中央教育審議会で改訂に向けた審議が行われて

いる学習指導要領に「学校と議会が連携した主権者教育の推進」

について明記するとともに、出前講座や模擬議会など、議会自ら

が主体的に行う主権者教育の取組に対し支援を行うこと。 

 

２ 会社員が立候補しやすい環境の整備 

今や就業者の９割を会社員等の被用者が占めていることから、

若者や女性を含む幅広い会社員層が市議会の議員に立候補しやす

い、また、多様な働き方を活用しながら議員との兼業が認められ

る環境を整える必要がある。 
このため、立候補に伴う休暇制度や議員活動のための休暇・休

職、任期満了後の復職などについて、事業主の理解を得るための

取組を進めるとともに、労働基準法をはじめ労働法制の見直しを

行うこと。 
 

３ 厚生年金制度への地方議会議員の加入実現 
会社員等が議員に転身しても切れ目なく厚生年金の適用を受け

ることができ、家族の将来や老後の生活を心配することなく議員

に立候補し、議員活動を続けることができる環境を整備するため、

厚生年金へ地方議会議員が加入できる法整備を図ること。 

 

４ 小規模市の議員報酬の引上げ等を促進する財政支援 
（議員報酬の引上げ） 

小規模市議会の議員は、概して議員報酬の水準が低く、経済的

に恵まれた者でなければ、兼業しないと生計困難に陥りかねない

実情にある。 

一方、議会の役割が高まるに伴い、小規模市においても議員活

動が年々増大、その内容も高度化・専門化し、現実には専業として

活動せざるを得ない議員も多く、議員のなり手不足の一因にもな

っている。 

このため、住民の理解を得ながら、地域の実情に応じて生計維

持が可能な水準まで議員報酬を引き上げられるよう、小規模市に

対する地方財政措置の強化を図ること。 

 



（兼業議員のための所得損失手当の創設） 

小規模市では、一度に議員報酬の大幅な引上げを図ることが現

実的には困難な場合が多く、会社員が議員になった場合は兼業を

前提に議員活動を行わざるを得ない。 

このため、会社員と兼業する議員が休暇や休職等により雇用先

から賃金カットを受けた場合、収入状況に応じ、収入減の一部を

補塡する所得損失手当（仮称）の創設を検討すること。 

 

（育児手当の創設） 

子育て世代の若者や女性の地方議会への参画を促進するため、

育児手当の支給を可能とすること。 

 

５ 政治分野における男女共同参画の推進 

「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」に基づ

き地方公共団体が実施する議員活動と出産・育児、介護等の両立

支援のための体制整備、ハラスメント防止に係る研修の実施や相

談体制の整備等の取組に対し支援を行うこと。 

 

６ 地方議会のデジタル化の促進 

(1) 議会の情報発信、議員に対するタブレット端末の配布、議事の

自動音声翻訳、デジタル人材の育成確保など、地方議会のデジタ

ル化への取組について技術的・財政的な支援を充実すること。 

 

(2) 感染症のまん延や大規模災害の発生により本会議を開催する

ことが困難な場合にオンライン開催を可能とするとともに、出

産・育児、介護、疾病等の事情により本会議に出席することが困

難な場合においても本会議へのオンライン出席を可能とするな

ど、地方議会のオンライン開催の取組を支援すること。 

 

７ 選挙制度の見直し 

統一地方選挙における統一率が低下傾向にある中で、有権者が

地方自治について考え、地方選挙への関心を高め、もって多様な

人材の市議会への参画に資するため、長や議員の任期の状況に配

慮しつつ、年間の地方選挙をその年の１又は２の特定日に集約す

る仕組みを検討すること。 



あわせて、便乗選挙の対象拡大、供託金の引下げや、一般市の議

員の候補者を寄付金控除の対象とすることについて検討すること。 

 

８ 議会関連諸経費に対する地方財政措置の充実 

(1) 小規模市議会が、地域の実情に応じ事務局の体制を強化できる

よう、小規模市の議会費に対する地方財政措置を強化すること。 

 

(2) 以下の事項に係る経費を中心に、市の議会費に対する地方財

政措置を充実すること。 

① 議会内における保育スペースの設置や議会のバリアフリー

化など議会関連施設の整備 

② 議員の調査研究、政策提案能力の涵養に資する研修会の開

催、有識者等との連携、公立図書館や大学図書館等との連携を

含めた議会図書室の充実 

③ 地域における子ども議会や女性議会の開催、その他市民と

の連携の強化 

 

９ 地方議会の権能強化 

(1) 議長への議会招集権の付与 

二元代表制の理念に則り、議会が自律的に活動を開始する制

度を創設すること。 

 

(2) 議決対象範囲の弾力化 
議会の監視機能を強化するため、議決を要する「契約に係る種

類・金額の要件」及び「財産の取得・処分に係る面積・金額の要

件」について、各地域の実情や、議決を契約単位とすべきとする

判例を踏まえ、政令で定める基準に従い条例で要件を定める現

行制度を見直し、地域の実情に即した基準により条例で要件を

定めることができるようにすること。 

 

(3) 予算修正権の制約の解消 

議会の政策提起機能を充実させるため、現在、長の予算提案権

を侵害してはならないとされている予算修正権の制約を見直し、

議会の予算に対する関与を強化すること。 

 



(4) 再議（一般的拒否権）の対象の明確化 

地方自治法第 176 条第１項の一般的拒否権は、否決された議

決については適用することができないと解されているが、明文

化されておらず、議会で否決された事件が再議に付される事例

が生じている。このため、否決事件を対象外とすることを明確に

規定すること。 

 

(5) 専決処分の対象の見直し 
専決処分の対象について、議会が否決（不同意）した事件を対

象外とする旨を明確に規定すること。 

 

(6) 閉会中の委員会活動の制限の緩和 

現行制度では、議会は、閉会中、その活動能力が失われ、例外

的に議決により特定の事件を付託された委員会が、その付託さ

れた事件に限り活動能力が付与されている。 
このため、常時活動している執行機関に対する適切な監視や、

突発的な行政問題への迅速な対応に問題があることから、議会

が閉会中でも委員会が活動できるよう現行制度の制限を緩和す

ること。 
 

(7) 意見書の積極的な活用 

全国の市議会から国会又は関係行政庁に提出された地方自治

法第 99 条に基づく意見書については、これを調査・分析・評価

し、国の政策立案に積極的に活用するとともに、その状況等を公

表すること。 
また、各省庁は地方議会が提出する意見書をオンラインで受

理できるようにするとともに、その旨を周知すること。 
 

以上決議する。 

 

   令和７年 11 月５日 

 

全国市議会議長会 

 


